
★★★「かいてき便り」を事業者内に周知し、みんなで情報を共有しましょう！！★★★ 

 
 
 
 
 

 
 

           

 

 

 

平成 2２年７月 1 日発行   
 

 

○「東京都介護雇用プログラム事業受託事業者追加公募に係る事業者説明会」の開催 

都では、緊急雇用対策として、平成21 年度から東京都介護雇用プログラム事業を開始し、平成22 年1 月に受託事業

者の公募を行い、280 名を雇用する計画で 48 事業者を選定しました。 

今年度は、7 月1 日（木曜日）～7 月21 日（水曜日）にかけて受託事業者を追加公募します。ついては、以下のとおり対

象事業者向け説明会を開催しますので、応募を検討される場合はぜひご参加ください。（参加方法・対象事業者等、詳細

は東京都福祉保健局ホームページ参照） なお、説明会に不参加でも応募は可能です。 

《説明会名称》   「東京都介護雇用プログラム受託事業者追加公募に係る事業者説明会」 

《日時》       平成22 年7 月9 日（金曜日）18 時00 分～20 時00 分（受付17 時30 分～） 

《場所》       東京都庁都議会議事堂１階 都民ホール 

《対象事業者》  都内で介護保険施設等を運営する事業者等 

（対象事業者の詳細は、東京都福祉保健局ホームページを参照してください。） 

《内容》        事業内容、応募方法、受託事業者選定方法、今後のスケジュール等 

 

 

 

【東京都福祉保健局ホームページ】 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigokoyouprg/ 

【お問い合わせ先】 介護保険課介護人材係 TEL０３－５３２０－４２６７ 

 

○介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件等の届出はお早めに！ 

介護職員処遇改善交付金は、平成２２年１０月サービス提供分から、キャリアパス要件等の適合状況に応じて交付金

が支給されます。届出がない場合は、現在の交付率から２割減となりますので、平成２２年９月３０日（木曜日）【必着】ま

でに届出を行ってください。 

【処遇改善交付金お問い合わせ専用電話】 

ＴＥＬ０３－５３２０－４３４３ ※受付時間：平日９時３０分～１７時（１１時４５分～１３時１５分を除く） 

 

○ 指定更新申請書を発送しました 

平成１７年１月１日に指定を受けた事業所・施設（介護保険課所管）については、指定更新申請書を６月下旬に発送し

ました。提出期限は平成２２年７月３１日（消印有効）です。 

指定更新申請書に印刷されている内容は、平成２２年６月１６日時点の審査完了データですので、申請書発行以降に

印刷されている内容に変更等があった場合でも、変更届が提出されていれば問題ありません。 

【お問い合わせ先】 （財）東京都福祉保健財団 事業者支援部事業者指定室 TEL ０３－５２０６－８７５２ 

○お知らせ 
「「東京都介護雇用プログラム事業受託事業者追加公募に係る事業 
者説明会」の開催」 
「介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件等の届出は 
お早めに！」 
「指定更新申請書を発送しました」 

  「平成２２年度施設における介護人材確保・育成支援事業の助成金 
申請を受付中です」 

  「平成２２年度第Ⅰ期在宅医療サポート介護支援専門員研修の受講 
生を募集中です」 

○注意 
「福祉用具の重大製品事故報告について（情報提供）」 

○最近の動向 
「第２５・２６回社会保障審議会介護保険部会が開催されました」 

 

お知らせ 

 

  

  

お知らせ 

～東京都介護雇用プログラムとは～ 
 離職者等を有期雇用契約労働者として新規に雇用し、介護施設等において介護労働に従事させるとともに、 
雇用期間中の勤務の一部として、訪問介護員養成研修２級課程の養成講座を受講させるものです。 

お知らせ 



 【編集兼発行】 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 TEL０３－５３２０－４５９５ 

 

○ 平成２２年度施設における介護人材確保・育成支援事業の助成金申請を受付中です 

（財）東京都福祉保健財団では、昨年度に引き続き、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グルー

プホーム（公設施設を除く）に対し、介護職員の求人や研修等の経費の一部を補助する事業を実施しています。 

＜補助項目＞ 

① 求人活動経費（採用案内広告物の製作、ウェブサイトを活用した求人活動の新規実施等） 

【特別養護老人ホーム・介護老人保健施設】 補助基準額１００万円 補助率１/２ 

【認知症高齢者グループホーム】        補助基準額 ５０万円 補助率１/２ 

② 介護福祉士国家資格取得経費（受験対策講座受講料、教材費、国家試験受験料等） 

【特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・認知症高齢者グループホーム（公設施設を除く）】 

補助基準額１０万円 補助率１０/１０ 

③ 職員育成や業務改善に資する研修に係る経費（外部講師謝礼、教材費、職場外研修の受講料） 

【特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・認知症高齢者グループホーム（公設施設を除く）】 

補助基準額５万円 補助率１０/１０ 

④ 新規開設施設における職員研修に係る経費（外部講師謝礼、教材費、職場外研修の受講料） 

【特別養護老人ホーム・介護老人保健施設】 補助基準額１００万円 １/２ 

※今年度の助成金交付申請書提出期限は、平成２２年７月３０日（金曜日）まで（消印有効）です。 

【お問い合わせ先 ・ 申請様式のダウンロード先アドレス】 

（財）東京都福祉保健財団人材養成部人材養成室 

ＴＥＬ ０３－５２０６－８７３８  ホームページ（http://www.fukushizaidan.jp/） 

○ 平成２２年度第Ⅰ期在宅医療サポート介護支援専門員研修の受講生を募集中です 

東京都では、医療ケアを含めた生活全般を支えるケアマネジメントの充実を図ることにより、利用者の自立支援に資

することを目的とした在宅医療サポート介護支援専門員研修を実施しています。現在、平成２２年度第Ⅰ期在宅医療サ

ポート介護支援専門員研修の受講生を募集しています。 

《研修受講対象者》 

東京都内の居宅介護支援事業所に所属し、医療系資格を有しない介護支援専門員であり、医療と介護の連携を図るこ

とにより適切なケアマネジメントを担い、地域ケア体制の基盤充実に資することができる者。ただし、常勤の介護支援専

門員として従事した期間が３年（３６ヶ月）以上である者を優先します。なお、受講には区市町村の推薦が必要です。 

《募集要項及び申込関係書類》 

特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協議会ホームページ（http://cmat.jp）よりダウンロードしてください。 

《募集締切り》  平成２２年７月１５日（木曜日） 必着 

《書類提出先》 

所属事業所所在地の区市町村の在宅医療サポート介護支援専門員研修を担当する所管課まで （募集要項参照） 

【お問い合わせ先】 介護保険課介護人材係 TEL０３－５３２０－４２７９ 
 

○ 福祉用具の重大製品事故報告について（情報提供） 

消費者庁が公表した重大製品事故のうち福祉用具に係るものについて、厚生労働省から情報提供がありました。（平

成２２年６月７日付、６月１１日付） 詳細については、以下のホームページに掲載していますのでご確認ください。 

【東京都福祉保健局ホームページ】 →東京都介護サービス情報＞利用者の安全確保・事故防止に係る注意喚起

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/tyuui/shouhi/index.html） 
 

○ 第２５・２６回社会保障審議会介護保険部会が開催されました 

平成２２年５月３１日（月曜日）と平成２２年６月２１日（月曜日）に、社会保障審議会介護保険部会が開催されました。 

今後、次期制度改正に向けて、介護保険制度について議論を行ない、今年の１１月に意見を取りまとめる予定です。   

資料及び審議内容については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。 

 【厚生労働省ホームページ】（http://www.mhlw.go.jp/shingi/hosho.html#kaigohoken） 

最近の動向

注  意 

お知らせ 

お知らせ 


